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合
併
に
伴
い
各
地
域
に
設
置

さ
れ
て
い
た
地
域
協
議
会
及
び

栃
木
地
域
ま
ち
づ
く
り
検
討
委

員
会
が
、
3
月
31
日
を
も
っ
て

設
置
期
限
を
迎
え
ま
し
た
。
そ

れ
に
伴
い
、
地
域
協
議
会
及
び

　

鈴
木
市
長
は
、
3
月
市
議
会

定
例
会
で
同
意
を
得
て
、
赤
羽

根
正
夫
氏
を
副
市
長
に
選
任
し

ま
し
た
。
赤
羽
根
氏
は
、
本
市

の
総
合
政
策
部
長
等
を
歴
任

し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
市
政
発

展
に
尽
力
し
、
行
政
全
般
に
精

通
し
た
方
で
す
。

　

今
後
は
、
副
市
長
と
し
て
、

市
長
を
補
佐
す
る
と
と
も
に
、

政
策
・
企
画
の
立
案
等
を
行
い

ま
す
。

栃
木
地
域
ま
ち
づ
く
り
検
討
委

員
会
に
関
わ
ら
れ
た
方
全
員
に

市
長
か
ら
感
謝
状
を
贈
呈
し
ま

し
た
。

◎
国
民
年
金
保
険
料

  

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保

険
料
は
、
月
額
１
万
5
5
9
0

円
で
す
。
4
月
上
旬
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
納
付

書
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。
毎
月

の
保
険
料
は
、
翌
月
の
末
日
が

納
期
限
で
す
。
1
年
分
の
保
険

料
を
前
納
す
る
場
合
は
、
4
月

30
日
（
木
）
が
納
付
期
限
に
な

り
ま
す
。

◎
学
生
納
付
特
例

　

学
生
で
、
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
、
申
請
を
す
る
と
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

 

・
年
金
手
帳

 

・
学
生
証（
写
し
可
）ま
た
は

在
学
証
明
書

 

・
印
鑑

　

な
お
、
26
年
度
に
学
生
納
付

特
例
が
承
認
さ
れ
た
方
で
、
27

年
度
も
引
き
続
き
在
学
予
定
の

方
へ
は
、
3
月
下
旬
に
基
礎
年

金
番
号
等
の
印
字
さ
れ
た
学
生

納
付
特
例
申
請
書
（
ハ
ガ
キ
形

式
）
が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

返
送
さ
れ
た
方
は
、
窓
口
で
の

申
請
は
不
要
で
す
。

◎
付
加
保
険
料
の
納
付

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
に

付
加
保
険
料（
月
額
4
0
0
円
）

を
プ
ラ
ス
し
て
納
付
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て

付
加
年
金
が
受
給
で
き
ま
す
。

（
1
年
あ
た
り
の
付
加
年
金
額

は
、
2
0
0
円
×
付
加
保
険
料

納
付
月
数
で
す
。）

〈
例
〉
付
加
保
険
料
を
10
年
間

納
付

付
加
保
険
料
の
納
付
額
：

4
0
0
円
×
12
月
×
10
年
＝

４
8
，0
0
0
円

　
　

←

付
加
年
金
の
受
給
額（
年
額
）：

2
0
0
円
×
1
2
0
月
＝

2
4
，0
0
0
円

※
毎
月
4
0
0
円
の
付
加
保
険

料
を
10
年
間
計
4
8
，0
0
0
円

納
め
る
だ
け
で
、
毎
年
の
年
金

受
給
額
が
2
4
，0
0
0
円
上
乗

せ
に
な
り
ま
す
。

※
平
成
26
年
4
月
か
ら
は
、
国

民
年
金
保
険
料
と
同
様
に
、
付

加
保
険
料
も
納
期
限
か
ら
2
年

間
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
国
民
年
金
基
金
と
の
併
用
加

入
は
で
き
ま
せ
ん
。

■本 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
4

■大 

生
活
環
境
課
☎
（43）
9
2
1
6

■藤 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

■都 

生
活
環
境
課
☎
（29）
1
1
0
2

■西 

生
活
環
境
課
☎
（92）
0
3
0
7

■岩 

生
活
環
境
課
☎
（55）
7
7
6
2

　

市
で
は
、
3
9
2
名
の
民
生

委
員
児
童
委
員
並
び
に
主
任
児

童
委
員
が
各
地
区
で
活
動
し
て

い
ま
す
。
地
域
の
誰
も
が
幸
せ

で
安
心
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ

う
応
援
し
ま
す
。
何
か
心
配
ご

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に

相
談
く
だ
さ
い
。

【
こ
ん
な
時
は
相
談
を
！
】

◆
子
育
て
に
関
す
る
悩
み

◆
高
齢
者
の
介
護
や
看
護
に
関

す
る
こ
と

◆
い
じ
め
・
不
登
校
・
児
童
虐

待
に
関
す
る
こ
と

◆
そ
の
他
、
生
活
し
て
い
て
困

っ
て
い
る
こ
と

※
皆
さ
ん
の
相
談
内
容
や
個
人

の
秘
密
は
民
生
委
員
法
（
第
15

条
・
守
秘
義
務
）
で
守
ら
れ
て

い
ま
す
。

◆
問
合
先

栃
木
市
民
生
委
員
児
童
委
員
協

議
会
連
合
会

■本 

社
会
福
祉
課
☎
（21）
2
2
0
1

　

木
造
住
宅
の
耐
震
化
を
よ
り

一
層
促
進
す
る
た
め
、
木
造
住

宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修（
耐

震
建
替
え
）
に
要
し
た
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
：
自
己

負
担
額
な
し
（
※
た
だ
し
、
住

宅
の
図
面
が
な
い
場
合
は
、
面

積
に
応
じ
て
別
途
費
用
が
か
か

り
ま
す
）

木
造
住
宅
の
補
強
計
画
策
定
：

補
助
限
度
額
8
万
円
（
補
強
計

画
策
定
費
用
の
3
分
の
2
以

内
）

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
：
補
助

限
度
額
1
0
0
万
円
（
耐
震
改

修
費
用
の
2
分
の
1
以
内
）

木
造
住
宅
の
耐
震
建
替
え
：
補

助
限
度
額
60
万
円
（
耐
震
改
修

費
用
相
当
分
の
2
分
の
1
以

内
）

◆
補
助
対
象
住
宅

昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建

て
ら
れ
た
、
賃
貸
を
目
的
と
し

な
い
木
造
2
階
建
以
下
の
住
宅

（
住
宅
以
外
の
部
分
の
床
面
積

が
延
床
面
積
の
2
分
の
1
以
下

の
併
用
住
宅
を
含
む
）

※
そ
の
他
一
定
の
要
件
が
あ
り

ま
す
の
で
詳
細
は
問
合
先
へ

◆
問
合
先

■本 

建　

築　

課
☎
（21）
2
4
4
1

■大 

都
市
建
設
課
☎
（43）
9
2
1
5

■藤 

都
市
建
設
課
☎
（62）
0
9
0
8

■都 

都
市
建
設
課
☎
（29）
1
1
0
5

■西 

産
業
建
設
課
☎
（92）
0
3
1
4

■岩 

都
市
建
設
課
☎
（55）
7
7
6
8

◎
不
妊
症
治
療
費
助
成
制
度

◆
対
象
者

（
左
記
の
す
べ
て
を
満
た
す
方
）

○
婚
姻
し
て
い
る
夫
婦

○
申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一
方

又
は
双
方
が
1
年
以
上
栃
木
市

に
住
民
登
録
し
て
い
る
方

○
医
療
保
険
の
加
入
者

○
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

◆
助
成
期
間

　

子
一
人
に
つ
き
通
算
5
回
ま

で
（
年
度
１
回
／
通
算
に
は
合

併
前
の
旧
市
町
で
申
請
を
行
っ

た
回
数
も
含
む
）

◆
助
成
金
額

　

医
療
保
険
適
用
外
治
療
費
の

2
分
の
1
の
額
。
た
だ
し
栃
木

県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成
事
業

等
の
対
象
と
な
る
場
合
は
治
療

費
か
ら
助
成
額
を
差
し
引
い
た

額
の
2
分
の
1
（
限
度
額
は
１

年
度
10
万
円
）

◆
申
請
期
限

　

医
師
が
証
明
し
た
治
療
期
間

の
最
終
日
の
属
す
る
年
度
の
翌

年
度
末

◎
不
育
症
治
療
費
助
成
制
度

◆
対
象
者

（
左
記
の
す
べ
て
を
満
た
す
方
）

○
婚
姻
し
て
い
る
夫
婦

○
申
請
日
以
前
に
夫
婦
の
一
方

又
は
双
方
が
１
年
以
上
栃
木
市

に
住
民
登
録
し
て
い
る
方

○
医
療
保
険
の
加
入
者

○
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

◆
治
療
期
間

　

平
成
25
年
4
月
1
日
以
降

（
岩
舟
地
域
に
お
住
ま
い
の
方

は
合
併
日
以
降
）
の
治
療
で
出

産
等
に
伴
い
治
療
が
終
了
す
る

ま
で
の
期
間

◆
助
成
金
額

　

医
療
保
険
適
用
外
治
療
費
の

2
分
の
1
の
額
。
た
だ
し
他
制

度
の
助
成
対
象
と
な
る
場
合
は

治
療
費
か
ら
助
成
額
を
差
し
引

い
た
額
の
2
分
の
1
（
１
年
度

30
万
円
を
限
度
）

◆
申
請
期
限

　

治
療
終
了
後
、
治
療
が
終
了

し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年

度
末

◆
問
合
先

■本 

保
険
医
療
課
☎
（21）
2
1
3
7

■大 

生
活
環
境
課
☎
（43）
9
2
2
3

■藤 

生
活
環
境
課
☎
（62）
0
9
0
3

■都 

生
活
環
境
課
☎
（29）
1
1
0
2

■西 

生
活
環
境
課
☎
（92）
0
3
0
7

■岩 

生
活
環
境
課
☎
（55）
7
7
6
2

副
市
長
に

　
　

赤
羽
根
正
夫
氏
を
選
任

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・

　
　
　

児
童
委
員
の
日
で
す

不
妊
治
療
費
・
不
育
症
治
療
費

を
助
成
し
ま
す

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

木
造
住
宅
の
耐
震
補
助
制
度

地
域
協
議
会
・
栃
木
地
域

ま
ち
づ
く
り
検
討
委
員
会
の

　
　

皆
さ
ん
へ
感
謝
状
贈
呈

　本年度は計量法で定められた「はかりの定期検査」の年です。4月中旬頃に市から
前回受検された店舗等に受検のお知らせをします。不明な点は、下記に問い合わせく
ださい。
◆検査を受けるはかり
 ・商店等で品物の売買など取引で使用しているもの
 ・学校、病院等で体重測定など証明に使用しているもの
 ・その他、荷物運搬（宅配便受付を含む）や薬剤の量を量るもの
◆検査の日時・場所（時間：各日10時～12時、13時～15時）

◆問合先
県計量検定所☎028（667）9425
■本 商工観光課☎（21）2508
■大 産業振興課☎（43）9213
■藤 産業振興課☎（62）0906
■都 産業振興課☎（29）1104
■西 産業建設課☎（92）0313
■岩 産業振興課☎（55）7764

5/12（火）

5/13（水）
5/14（木）
5/15（金）

5/18（月）

5/19（火）

5/20（水）
5/21（木）
5/22（金）
5/25（月）
5/26（火）
5/27（水）
5/28（木）
5/29（金）

岩舟地域（全域）

藤岡地域（全域）

大平地域（全域）

旭、室、城内、沼和田、河合、境

大宮地区、国府地区
神田、本、日ノ出、泉、昭和
皆川地区、吹上地区、寺尾地区
平井、片柳、富士見、嘉右衛門、大
万、倭、薗部、入舟
柳橋、湊、小平、箱森、祝、錦
都賀地域（全域）
西方地域（全域）

岩舟総合支所会議室棟
第１会議室（岩舟町静）
藤岡公民館（藤岡町藤岡）
かかしの里
（大平町西山田）
大平まちづくり交流センター
（大平町富田）
栃木第四地区コミュニティセンター
（旭町）
栃木保健福祉センター
（今泉町2丁目）
老人福祉センター福寿園（千塚町）

栃木市水道庁舎（浄水場）
（薗部町3丁目）

都賀公民館（都賀町原宿）
西方公民館（西方町本城）

対象区域期　　日 場　　所

特定計量器の定期検査

　

県
の
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
に
当
た

り
、
都
市
計
画
の
構
想
に
つ
い

て
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時　

6
月
3
日
（
水
）

18
時
30
分
〜

◆
場
所 
市
役
所
正
庁

（
本
庁
舎
3
階
）

◆
問
合
先

栃
木
県
都
市
計
画
課

☎
0
2
8（
6
2
3
）2
4
6
5

小
山
栃
木
都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
説
明
会

赤羽根正夫氏

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

し
ま
す
。
交
通
マ
ナ
ー
を
遵
守

し
、
交
通
事
故
「
0
」
を
目
指

し
ま
し
ょ
う
！

◆
日
時　

5
月
11
日
（
月
）
〜
20
日
（
水
）

◆
問
合
先

■本 

交
通
防
犯
課
☎
（21）
2
1
5
1

春
の
交
通
安
全
運
動


